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年仝の種類 と年仝決定の晨葵 となった厚生年全保険法の条丈 厚 生 年 全 厚二年金係険漱 条 の

年全禁の角訳

支払鷲嬌年月
基 本 ビ な る
■鷹イト』■ (「 ])

オコ■3■■■ヽ
=スをた :■力 算

=員
(F蛉

乗 jL l,´ 緩 下 :† :こ よ る
場 征 ‐施 重 婚 ζ韓 ヽ 支給諄上襲 〔再) 年 金 捩 (露 )

ぇ子  年   月

支絡停 上埋歯 気給棒上期間 年 月 ～ 年 nま で

J の

クロ入翼震 周崇

二年全保後のオa入期間 月

〕厚生年全保農の我時か算期間 一月

31お員保後の或時か車鶏議 月

:沖 :こ麦|ネ霧聞 月

3・沖縄免識鶏同 月

D摯烙分寄l年 によりtil入者と

みなき
'tた

舞録 月

F′ :ヨ な共喬担春霧轟 月

わ給隼全援舞象看等の表試

～
■年全

'員

鸞■オ|二こ儡着  (区分 )子   人

爾”一　
，́ュ　
ぅ
ん

国民年金 年金決定通知言
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厚生年全保後    6月
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国ス年全の保食料摯村藩翔問等の第 1子期間におliろ

※診断書の種類は、襄薔をご覧ください。
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